
(6)　その他日常生活上必要な援助

備考

業種 その他の業務委託等

担当課 高齢者福祉課

契約内容

(1)　生活指導・相談

(2)　安否の確認

(3)　一時的な家事援助

(4)　緊急時の対応

(5)　関係機関等との連絡

契約区分 総価契約（単年総価契約） 分類業務区分 その他委託

契約方法 随意契約２号該当（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

以上、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当。

(2)瀬戸市の高齢者福祉事業を熟知している事業体である。（社会福祉法人）

(3)緊急時の訪問と関係機関等との連携がとれる事業体である。

(1)、(2)、(3)の条件を満たしているのは社会福祉法人ふたば福祉会のみである。

契約の相手方
とした理由

受注者

20046250-0

社会福祉法人ふたば福祉会

愛知県瀬戸市西山町１丁目４６番地の１８

(1)24時間体制で緊急通報の受信が可能である。

予定価格 事後公表 3,182,000円 （見積書比較価格　3,182,000円）

契約金額 3,182,000円 （うち取引に係る消費税等　非課税）

契約日 令和8年4月1日

契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（３６５日間）

履行場所 瀬戸市内３ヵ所

第５号様式（第６条関係）

番号

令和 ８年 ４月 １日

契約結果調書

件名
令和８年度瀬戸市高齢者世話付住宅生活援助員委託事業


